
（案） 

沖縄海区漁業調整委員会告示第１号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６４条第５項の規定により、漁業権の免許に係る漁場

計画の変更案について、次のとおり公聴会を開催します。 

 

  令和８年１月９日 

 

沖縄海区漁業調整委員会   

会長  上 原 亀 一   

 

１ 公聴会開催日時及び場所 

 

開 催 日 時 

 

開 催 場 所 

 

令和８年１月２２日（木） 
１３時３０分から１４時３０分まで 

沖縄県那覇市西３丁目11番1号 
沖縄県男女共同参画センターてぃるる 
第３会議室 

 
令和８年１月２３日（金） 
９時００分から１０時００分まで 

 
沖縄県宮古島市平良字西里1125 
沖縄県宮古合同庁舎４階 第１会議室 

 
令和８年１月２３日（金） 
１５時３０分から１６時３０分まで 

 
沖縄県石垣市真栄里438-１ 
沖縄県八重山合同庁舎４階 第１会議室 

 
令和８年２月２日（月） 
１２時００分から１３時００分まで 

 
沖縄県名護市大南1-13-11 
沖縄県北部合同庁舎４階 会議室A 

 
令和８年２月２日（月） 
１５時３０分から１６時３０分まで 

 
沖縄県沖縄市三原１-６-34 
沖縄県中部合同庁舎４階 共同会議室２ 

 

２ 案件 沖縄海区漁場計画の変更案（令和８年度中間免許）について 

３ 漁業権の免許予定日 令和８年９月１日 

４ 漁業権の免許申請期間 令和８年６月１７日（水）から同年７月１７日（金）まで 

５ 漁業権の免許存続予定期間 

⑴  共同漁業権 ※変更 

  令和８年９月１日から令和１５年８月３１日まで 

⑵  区画漁業権 

  令和８年９月１日から令和１０年８月３１日まで 

６ 漁場計画案の閲覧場所及び期間 

（１）場所及び方法 

 沖縄県農林水産部水産課、沖縄県農林水産部宮古農林水産振興センター農林水産整備課、

沖縄県農林水産部八重山農林水産振興センター農林水産整備課、関係漁業協同組合、県水産

課ホームページ、沖縄海区漁業調整委員会事務局ホームページ 

（２）期間 

 令和８年１月９日（金）から同年２月２日（月）まで 

７ 公述人の届出  公聴会において発言を希望する者（公述人）は、住所、氏名及び発言内容の

要旨を書面によって、１月２０日（火）までに沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号沖縄県農林水

産部水産課内沖縄海区漁業調整委員会事務局（電話番号098-866-2300）あて届出てください。 

 


